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でもどうしたらよいかわからない 

   そんな時は・・・ 一
人
ひ
と
り
の
ご
希
望
に
合
っ
た
支
援
を
ご
本
人
、

ご
家
族
、
関
係
者
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。 

将来はどう

しよう？ 

家族との 

関係に悩み

がある 
働きたい 

けど・・・ 

なかなか外に

出られない ひとりで 

ご飯を作る

のは難しい 

掃除の手伝いを

してほしい 

その他 

生活上の困りごと、心配ごと 

難しい制度 

ばかりで分からない 

一人暮らしが

してみたい 

日中過ごせる

場所がほしい 

障害福祉サービス利用までの流れ【その１ 相談～利用申請】 

こんなことで困っています 

 

利用申請の手続きをしましょう 

 

福祉サービスを利用したいと 

思ったら・・・ 

 
相談支援事業所では、対象者の相談内容に応じて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 などを行います。 

福祉サービスの紹介 

各種制度などの 

     情報提供 

相談してみましょう 

 

事業所見学や 

サービス体験利用の調整 

就労に向けた支援 
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地域生活支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

聴き取り調査 
・ご本人の心身の状況 

・社会参加の状況 など 

現在の生活状況に関する

調査を行います。  

利用申請 
障害福祉サービスの利用を希望される場合は、申請書に記入し、魚沼市役所の窓口へ提出します。 

認定調査 
・ご本人の心身の状況 

・社会参加の状況 など  

現在の生活状況に関する

調査を行います。 

支給決定、受給者証交付（魚沼市、その他市町村） 
 障害支援区分とご本人の意向をもとに、サービス内容と支給量（日数、時間）が記載された「受

給者証」がご本人のもとへ届きます。 

障害福祉サービス提供事業所との利用契約 
 ご本人が選択した障害福祉サービス提供事業所とサービスの利用契約を結びます。 

 

障害支援区分認定（区分１～６） 

 

概況調査 
・ご本人の心身の状況 

・介護者の状況 

・社会参加の状況 など 

現在の生活状況に関する

調査を行います。 

児童相談所への意見聴取

を行うこともあります。 
審査会（介護給付） 
調査内容と「医師意見書」

をもとに、魚沼市の審査会

で話し合われます。 

障害支援区分認定（区分１～３） 

【その２ 利用申請～利用契約】 

※サービス内容の変更、更新について 

 身体の具合や生活環境が変わった場合には、

サービス内容の変更を行うこともできます。 

「受給者証」には有効期限があり、期限前にサ

ービス内容の見直しを行います。 

 

※調査について 

 各調査は、魚沼市の職員や相談支援事業所の

専門の相談員が行います。 

 

サービス等利用計画案の作成（指定特定相談支援事業所） 
 障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者に対し、サービス

利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するために作成されます。 

 

自立支援給付 

～18歳未満の場合～ 

自立支援給付 

～18歳以上の場合～ 

サービス担当者会議、サービス等利用計画の作成（指定特定相談支援事業
所） 
 サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成

します。 

モニタリング（指定特定相談支援事業所） 
 一定期間ごとにサービスの利用状況を確認し、計画の見直しを行います。 
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【 総合的な自立支援システム 】 

 

 障害者総合支援法による総合的な自立支援システムは、個別に支給決定が行われる「自立支援

給付」と、市町村が利用者や地域の実情に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」で構成さ

れています。自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、

自立支援医療、補装具の給付が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期魚沼市障害福祉計画より引用

障害者総合支援法 

自立支援給付 

障害福祉サービス 

・居宅介護    ・重度訪問介護 

・同行援護    ・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

・生活介護    ・療養介護 

・短期入所    ・施設入所支援 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援  ・就労定着支援 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・共同生活援助（グループホーム）等 

障

害

者

・

障

害

児 

相談支援 

・計画相談支援 

・地域相談支援 

 （地域移行支援、地域定着支援） 

児 童 福 祉 法 

障害児向けサービス 

障害児入所支援 

障害児通所支援 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

障害児相談支援 

自立支援医療 

・更生医療 

・育成医療 

・精神通院医療 

補 装 具 

・義肢 

・車いす 

・補聴器 等 

魚沼市単独サービス 

・福祉タクシー券交付 

・施設通所交通費助成 

・人工透析者通院費助成 

・精神障害者医療費助成 等 

地域生活支援事業 

・一般相談支援  ・地域活動支援センター 

・移動支援    ・日常生活用具 

・日中一時支援  ・訪問入浴 等 

・コミュニケーション支援（意思疎通支援） 
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【 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 体 系 】 

 

 介護給付とは日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

居宅介護 
 

 ヘルパーが自宅を訪問し、入浴介護や食事の用意等身

の回りの支援を行います。 

障害支援区分１以上 
障害児者生活支援センターかけはし 

魚沼社協訪問介護事業所 

桜の園     

重度訪問介護 

 

 ヘルパーが、身体の重い障害（重度の肢体不自由、重度

の知的障害もしくは精神障害）により常に介護を必要と

する方の自宅を訪問し、日常生活や外出時における移動

などの支援を総合的に行います。 

障害支援区分４以上 

障害児者生活支援センターかけはし 

桜の園 
   

同行援護 
 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動

に必要な情報の提供や、外出時の支援を行います。 

 障害児者生活支援センターかけはし 

行動援護 障害支援区分３以上 障害児者生活支援センターかけはし 

居 宅 

児 精 知 身 

居 宅 

精 知 身 

居 宅 

身 

介 護 給 付 
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 判断能力等に重い障害のある方が、外出時等安心して

活動できるように必要な支援を行います。 

   

重度障害者等 

包括支援 

   

 常時介護を要する障害者に、居宅介護など複数のサー

ビスを包括的に行います。 

障害支援区分６ 

 

    

 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

短期入所 

（ショートステイ） 

 

 家族に用事があるときなど、施設に短期間宿泊させ、

日常生活上必要な支援を行います。 

障害支援区分１以上 魚沼更生園  やまのて 

魚沼学園   ＧＨまたたび 

六花園 

やいろの里 

ＨＡＰＰＹ 

あおぞら よつば 

    

療養介護 

 

 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓

練、療養上の管理等含め日常生活上必要な支援を行いま

す。 

・ＡＬＳ患者【区分６】 

・筋ジストロフィーまたは重

症心身障害者【区分５】  

 

居 宅 

児 精 知 

夜 間 日 中 居 宅 

児 精 知 身 

居 宅 

児 精 知 身 

日 中 

身 
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障害者支援施設での 

夜間ケア等 

（施設入所支援） 

 

 施設に入所する方に、夜間や休日、日常生活上必要な支

援を行います。 

・生活介護利用者のうち、障

害支援区分４～６ 

（50歳以上は区分３以上） 
魚沼更生園 

六花園 

やいろの里 

   

 ※ 「介護給付」の各サービスは使えない場合があります。詳しくは実施事業所または魚沼市福祉支援課にお問い合わせください。 

 

 訓練等給付とは障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

自立訓練 

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定

期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓

練を行います。 

 

 

 

機能訓練 
 

 理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行

い、身体機能の維持・向上を図ります。 

 まちトレ魚沼 

精 知 

夜 間 

精 知 身 

日 中 

身 

訓 練 等 給 付 
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サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

就労継続支援 

 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

います。 

 

 

 

Ａ型（雇用型） 

 

 雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の

向上のために必要な訓練などを行います。 

 通常の雇用が困難な障害

者のうち、就労に必要な知

識・能力の向上を図ることに

よって雇用契約に基づく就

労が可能な障害者 

魚沼わさび苑 

Ｂ型 

 

 通所により就労や生産活動の機会を提供し、雇用への

移行支援等のサービスを行います。 

 就労の機会等を通じ、生産

活動に係る知識及び能力の

向上や維持が期待される障

害者 

堀之内工芸 

湯之谷工芸 

ひろかみ工芸 

またたびの家 

わかあゆ社 

なないろ 

共同生活援助 

（グループホーム） 

 

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴介護や食事の

用意等身の回りの支援を行います。 

   

そよかぜ 

おおぞら 

ふきのとう 

どんぐり 

あおば 

やまのて 

ＧＨまたたび 

ＨＡＰＰＹ 

よつば 

あおぞら 

れんれん処 

ゆうゆう処  そよそよ処(6月～) 

 ※ 「訓練等給付」の各サービスは使えない場合があります。詳しくは実施事業所または魚沼市福祉支援課にお問い合わせください。 

日 中 

日 中 

夜 間 

精 知 身 
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サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

地域移行支援 
 地域生活の準備のための外出への同行支援、入居支援

等を行います。 

 障害者支援施設等に入所

または精神科病院に入院し

ている障害者 

うおぬま相談支援センター 

地域定着支援 
 単身で生活する障害者に対して、24時間の相談支援体

制を確保し、緊急の事態等において相談に応じます。 

 居宅において単身で生活

する障害者 
うおぬま相談支援センター 

 

 

 

 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

特定相談 

 障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用

に向けて、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成

し、一定期間ごとにサービスの利用状況を確認し、計画の

見直し（モニタリング）を行います。 

    
うおぬま相談支援センター 

なないろ 
児 精 知 身 

地域相談支援給付 

計画相談支援給付 



魚沼市障害福祉サービスマップＲ４D-9 

障害児相談 

 通所サービスを利用する障害児に対して、障害児の抱

える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、相談支

援専門員が障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごと

にサービスの利用状況を確認し、計画の見直し（モニタリ

ング）を行います。 

 うおぬま相談支援センター 

 

 

 

 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

障害児通所支援 
  

 

 

児童発達支援 

 

 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があ

ると認められる未就学の障害のある児童に対し、日常生

活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練

等を行います。 

 
ケアステーション魚沼 

共生ふれんど魚沼 

児 

日 中 

児 

障 害 児 支 援 
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保育所等訪問支援 

 

 保育所等の児童が集団生活を営む施設に通う障害のあ

る児童に対し、当該施設を訪問し、障害児以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 

  

 

サービス名 サービス内容 対象者 市内実施事業所 

障害児入所支援 
  

 

 

福祉型障害児入所施設 
 

 障害のある児童に対し、入所により日常生活の指導及

び自立のために必要な支援を行います。 

 魚沼学園 

医療型障害児入所施設  

 肢体不自由のある児童又は重度の知的障害と重度の肢

体不自由が重複している児童（重症心身障害児）に対し、

入所または入院により治療、日常生活の指導及び自立の

ために必要な支援を行います。 

  

指定医療機関 

【表の見方】 

  「サービス内容」 

       居宅における生活支援のサービス 

       医療機関や施設において、日中活動を支援するためのサービス 

       夜間の居住を支援するためのサービス 

  「対象者」 

日 中 

児 

夜 間 

児 

夜 間 

児 

居 宅 

日 中 

夜 間 
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       身体障害者    知的障害者    精神障害者    障害児 

      対象者は現在の制度に基づいて記載しています。受け入れ可能な障害種別は事業所によって異なります。 

      また、平成 25年４月から障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービスや相談支援を利用できるように

なりました。詳しくは実施事業所または魚沼市福祉支援課にご相談ください。 

 

 ※ 「介護給付」「訓練等給付」「地域相談支援給付」「計画相談支援給付」「障害児支援」の「市内実施事業所」は、令和２年４月１日現在で魚沼市内にお

いてサービスを実施している事業所です。 

 

 地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じて障害福祉サービス等と組みと合わせて障害のある人を支援するために、市町村が主体

的に提供する事業です。 

サービス名 サービス内容 市内実施事業所 

相談支援事業 
  

 障害者相談支援事業  障害者等からの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利

用に関する援助、調整などの支援を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必

要な支援を行います。３障害の相談支援体制を充実させ、相談事業所間の連携を図

ります。また、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、

地域の関係機関の連携強化を図るとともに、社会資源の開発・改善等を推進しま

す。 

うおぬま相談支援センター 

市町村相談支援機能強化事業  相談支援事業の適正かつ円滑な実施を図るため、専門的な能力を有する職員を

配置して相談支援機能の強化を図ります。 
うおぬま相談支援センター 

理解促進研修・啓発事業  障害者が日常生活および社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するた

め、障害者等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化しま

す。 

魚沼市福祉支援課 

身 知 精 児 

地域生活支援事業 
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サービス名 サービス内容 市内実施事業所 

コミュニケーション支援事業 
  

 

手話通訳者設置事業 
 手話通訳者等を庁舎等に配置し、聴覚、音声言語機能障害のために意思疎通を図

ることに支障がある障害者等への行政手続の案内や相談等の仲介を行います。 
 

手話通訳者・要約筆記者派遣

事業 

 聴覚、音声言語機能障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等へ

手話通訳者・要約筆記者等を派遣し、意思疎通の円滑化と社会生活上の利便を図り

ます。 

魚沼市福祉支援課 

日常生活用具給付等事業  重度障害者等の日常生活が円滑に行われるよう、必要な用具の購入費用の助成

を行います。 
魚沼市福祉支援課 

 
介護訓練支援用具 

 特殊寝台や特殊マットなどの障害者等の身体介護を支援する用具や、訓練に用

いる椅子などを給付します。 
 

自立生活支援用具 
 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの障害者等の入浴、食事、移動な

どの自立生活を支援する用具を給付します。 
 

在宅療養等支援用具 
 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの障害者等の在宅療養等を支援する用具

を給付します。 
 

情報・意思疎通支援用具 
 点字器や人工咽頭などの障害者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援す

る用具を給付します。 
 

排泄管理支援用具  ストマ用装具などの障害者等の排泄管理を支援する衛生用品を給付します。  

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

 障害者等の居宅生活動作等を円滑にするために、小規模な住宅改修を伴う際の

費用の一部を助成します。 
 

 



魚沼市障害福祉サービスマップＲ４D-13 

サービス名 サービス内容 市内実施事業所 

手話奉仕員養成研修事業  手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術等を習得した者を養成し、意思

疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活及び社会生活を支援し

ます。 

魚沼市福祉支援課 

移動支援事業  屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出時の円滑な移動を支援し、自立生活

及び社会参加を促進します。 

障害児者生活支援センターかけはし 

魚沼社協訪問介護事業所 

地域活動支援センター事業  創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進します。通所する

利用者や地域のニーズに応じた関係機関との連携、社会適応の支援、障害に対する

普及啓発などを行い、地域福祉の拠点として整備します。 

 

 
基礎的事業 

 利用者に対して創作的活動や生産活動の機会の提供などの基礎的な支援事業を

行います。 
障害児者生活支援センターかけはし 

機能強化事業 

 基礎的な事業の機能強化を図ります。  

 Ⅰ型：専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のため

の調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るた

めの普及啓発等の事業を行います。 

障害児者生活支援センターかけはし 

（わかばハウス） 

Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適

応訓練、入浴等のサービスを行います。 

障害児者生活支援センターかけはし 

（ひだまり） 

Ⅲ型：地域の障害者団体等が実施する、地域の障害者のための通所事業所の安

定的運営を行います。 
 

任意事業  
 

 訪問入浴サービス事業  重度身体障害者の生活を支援するため、訪問による入浴サービスを提供し、身体

の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 
 

更生訓練費給付事業  自立訓練事業等を利用している障害者の社会復帰の促進を図るため、必要な事

務用品等購入費を支給します。 
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サービス名 サービス内容 市内実施事業所 

任意事業（つづき）  
 

 日中一時支援事業  日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日

常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし一時的な見守りを行います。

知的障害児・者、身体障害児・者を対象に、宿泊を伴わない日中利用の事業を実施

します。 

魚沼学園 

やいろの里 

生活サポート事業  介護給付の支給決定を受けていない人で、日常生活に関する支援を行わなけれ

ば本人の生活に支障をきたすおそれのある人に対して居宅介護従事者等を居宅に

派遣し、必要な支援（生活支援・家事援助）を行います。 

 

社会参加支援事業  障害者の社会参加促進のため、地域の要望に応じた各種支援を行います。 

 （例） ○自動車運転免許取得・自動車改造費助成 

     ○スポーツ・レクリエーション教室の開催 

     ○文化芸術活動振興 

     ○点字・声の広報発行 

     ○点訳・朗読奉仕員の要請   等 

 

 ※ 「地域生活支援事業」の各事業は、使えない場合もあります。詳しくは実施事業所または魚沼市福祉支援課にお問い合わせください。 

 ※ 「地域生活支援事業」の「市内実施事業所」は、令和４年４月１日現在で魚沼市内において事業を実施している事業所です。 

 



魚沼市障害福祉サービス事業所　実施事業一覧（令和４年４月１日現在）

自立支援給付（介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付） 地域生活支援事業
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魚沼更生園 ○ ○ ○

魚沼学園 ○ ○ ○ 障害児入所施設と共通定員

六花園 ○ ○ ○

そよかぜ ○

おおぞら ○

ふきのとう ○

どんぐり ○

あおば ○

やまのて ○ ○

GHまたたび ○ ○

堀之内工芸 ○ ○

湯之谷工芸 ○ ○

ひろかみ工芸 ○

またたびの家 ○

わかあゆ社 ○

障害児者生活支援センターかけはし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

うおぬま相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○

やいろの里 ○ ○ ○ ○

なないろ ○ ○ ○

なないろ（特定相談支援事業） ○

ＨＡＰＰＹ ○ ○

よつば ○ ○

あおぞら ○ ○

株式会社 魚沼わさび苑 ○

れんれん処 ○

ゆうゆう処 ○

魚沼社協訪問介護事業所 ○ ○

魚沼社協訪問介護事業所　守門・入広瀬出張所 ○ ○

湯之谷デイサービスセンター ○ 基準該当事業所

デイサービスセンターひまわり ○ 基準該当事業所

デイサービスセンター入広瀬 ○ 基準該当事業所

美雪園デイサービスセンター ○ 基準該当事業所

デイサービスセンターうかじ園 ○ 基準該当事業所

ケアステーション魚沼 ○ ○ ○

桜の園 ○ ○

共生ふれんど魚沼 ○ ○

まちトレ魚沼 ○ 基準該当事業所
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